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１．趣旨 

WWL（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業（以下「WWL

事業」という。）では、これまで各カリキュラム開発拠点校において、Society5.0

をリードし、SDGs の達成を牽引するイノベーティブなグローバル人材育成を目

指して、国内外の高校や大学と連携したネットワーク（ALネットワーク）を構築

し、文理横断的な高度かつ多様な科目等の学習プログラムを開発してきた。また、

WWL 事業以外においても、各高等学校及び中等教育学校の後期課程（以下「高等

学校等」という。）において先進的な学習プログラムを開発、実践してきている。 

今後、「Society 5.0 に向けた人材育成」大臣懇談会報告書（平成 30年 6月

5 日）において提言されている、AP（アドバンスト・プレイスメント）も含む高

度かつ多様な内容を個人の興味・特性等に応じて履修可能とする学習プログラム

/コースの実現及び高校生６万人あたり１か所を目安とした各都道府県における

高等学校等の拠点校の整備のための高度な学びを提供する WWL コンソーシアム

の構築に向けて、これまでの WWL事業等により開発した学習プログラムを共有で

きる環境の構築が不可欠である。そのため、高度な学びを希望する高校生がオン

ラインで学習できるように、WWL 事業をはじめ、様々な学校において開発・実践

している文理横断的な高度かつ多様な科目等の学習プログラムについて、自校の

みならず、自校以外の学校に在籍する高校生に対しても提供可能となる仕組みの

開発を推進する。

２．委託内容 

イノベーティブなグローバル人材育成に資する文理横断的な高度な学びを提

供するカリキュラムによる授業や学校によっては開設されていない教科科目な

ど多様な科目等の学習プログラムについて、自校のみならず、自校以外の高校生

に対しても提供することができるように、ライブ配信による同時双方向型の合同

授業の実施又は EdTech などのシステムを活用したオンデマンド形式による自学
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自習機会の確保など、当該コンテンツを高度な学びを希望する高校生がオンライ

ンで学習できる新しい仕組みの開発に係わる調査研究を行う。 

 

３．委託先 

本事業の委託先は、高等学校等設置者（国立学校にあっては当該学校を設置す
る国立大学法人、公立学校にあっては当該学校を設置する教育委員会又は公立大
学法人、私立学校にあっては当該学校を設置する学校法人、株式会社立学校にあ
っては当該学校を設置する株式会社をいう。以下同じ。）を「実施機関」と称し、
事業への申請は、実施機関が文部科学省に行う。ただし、調査研究の内容によっ
ては、大学設置者（国立大学にあたっては当該大学を設置する国立大学法人、公
立大学にあっては当該大学を設置する教育委員会又は公立大学法人、私立大学に
あっては当該大学を設置する学校法人）を「実施機関」として申請することも可
能とする。 

 

４．委託期間 

   委託期間は、原則として３年間とする。ただし、委託契約については年度ご

とに締結することとし、契約期間は契約書で定めるものとする。なお、年度ご

との実績や、翌年度以降の事業計画を踏まえつつ、継続することが妥当である

と判断された調査研究を次年度の対象とする。また、国の財政事業や事業の評

価結果等により、当該実施期間を必ず保証するものではないことに留意するこ

と。 

 

５．委託手続 

（１）委託内定後、委託を受けようとする実施機関は、消費税の納税義務者である
か確認できる書類を添えて、事業計画書を文部科学省に提出すること。 

（２）文部科学省は、実施機関から提出された事業計画書等の内容を確認し、適切
であると認めた場合、当該実施機関と委託契約を締結する。なお、必要に応じ
て当該計画の見直しを求めることができる。 

 

６．委託費 

（１）文部科学省は、予算の範囲内で本取組に要する経費（諸謝金、旅費、借損

料、会議費、通信運搬費、消耗品費、雑役務費、人件費、設備備品費、消費税

相当額、一般管理費、再委託費）を委託費として支出する。 

（２）文部科学省は、委託費を、額の確定後、委託先の請求により支払うものとする。

ただし、委託先が事業の完了前に必要な経費の支払を受けようとし、文部科学省

が必要であると認めるときは、契約額の全部又は一部を概算払するものとする。 

（３）契約締結及び支払を行う場合には、国の契約締結及び支払に関する規定の趣旨

に従い、経費の効率的な使用に努めること。 

（４）本事業の実施過程において、事業計画の内容を変更する必要があるときは、事

業計画変更承認申請書により速やかに文部科学省に報告し、その指示を受けるも

のとする。ただし、経費の内訳の変更による経費区分間の流用で、経費区分間で

増減する額が委託費の総額の２０％を超えない場合はこの限りではない。 

（５）委託費の収入及び支出に当たっては、帳簿を備え、領収書等の支払を証する書



類等を整理し、経理の状況を明らかにしておくものとし、事業を実施した翌年度

から５年間保存する。 

 

７．再委託 

（１）委託を受けた本取組の全部を第三者に委託（以下「再委託」という。）する
ことはできない。ただし、再委託することが本取組を実施する上で合理的であ
ると認められるものについては、一部を再委託することができる。 

（２）委託事業の一部を再委託しようとする場合は、再委託承認申請書を記載の
上、文部科学省に提出し、承認を受けることとする。再委託の承認後、再委託
先の相手方の変更等履行体制に関する事項の内容に変更が生じた場合も同様と
する。 

（３）再委託先は、再委託を受けた事業を第三者に委託（再々委託）することはでき

ない。 

 

８．事業完了（廃止）の報告 

（１）委託先は、本取組が完了したとき、又は廃止の承認を受けたときは、収支金
額を確定の上、完了の日又は承認の日から３０日以内、又は契約期間満了日の
いずれか早い日までに、詳細に記載した事業完了（廃止）報告書、支出を証明
できる領収書等の写し及び収支簿（原本証明をしたもの）を文部科学省に提出
すること。 

（２）委託先は、事業の成果普及等のため、上記（１）の事業完了（廃止）報告書の

ほか、成果物（成果報告書を含む。）を文部科学省に提出するものとする。 

（３）成果物については、委託先においてもホームページに掲載するなど、成果普及

に努めること。 

 

９．委託費の額の確定 

（１）文部科学省は、上記８．により提出された事業完了（廃止）報告書について、

調査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、

委託費の額を確定し、委託先へ通知するものとする。 

（２）上記（１）の確定額は、本事業に要した決算額と委託契約額のいずれか低い額

とする。 

（３）文部科学省は、上記（１）において、適正な経費執行がなされていない場

合、経費の全部又は一部について、返納を求めることができる。 

 

１０．委託の取消し 

（１）文部科学省は、委託先が委託要項等に係る違反をしたとき、実施に当たり不

正又は不当な行為をしたとき、又は委託事業の遂行が困難であると認めたとき

は委託を解除することができる。 

（２）文部科学省は、上記（１）による場合で、概算払により既に経費を支出した

場合については、経費の全部又は一部について、返納を求めることができる。 

（３）上記（１）により経費の返納を求められたときは、文部科学省歳入徴収官の

発する納入告知書により返納しなければならない。 

 



１１．オンライン授業実施に係る特例 

教科・科目充実型としての遠隔授業・オンライン学習による調査研究を行う場合

にあたっては、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について」

（平成 27 年４月 24 日付 27 文科初第 289 号初等中等教育局長通知）により、

受信教室に当該高等学校等の教員を配置すべきこととされている教員を配置せず

に実習助手や学習支援員等の教員以外の当該高等学校等の職員を配置することも

可能とする。 

この場合、実習助手や学習支援員等の職員は、受信教室が置かれる高等学校等の

責任において、受信教室における安全管理や、オンライン授業に係る機器に不具合

が生じた場合の対応、学習支援の対応などを行うことが必要となるため、当該職員

については高等学校等の校長の指揮監督下にあることが必要となる。 

 

１２．著作権等 

 委託先は、本取組により発生した権利がある場合には、原則として本事業完了後

速やかに文部科学省に帰属させるものとする。 

 

１３．その他 

（１）文部科学省は、委託先による本取組の実施が当該趣旨に反すると認められる

ときは、必要な是正処置を講ずるよう求めることができる。 

（２）文部科学省は、必要があると認めたときは、委託先に対して本取組の実施状

況、委託費の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は実地調査を行

うことができる。 

（３）本事業によって実施する取組が、他の事業の委託費又は補助金等による財政

的措置を受けている場合は、本事業経費として支出することはできない。 

（４）実施機関は、成果のＷＥＢ上での公開や成果報告書等の配布、必要に応じて活

用状況の把握を行うなど、本事業により得られた成果が広く普及・活用される

よう努めるものとする。また、文部科学省が行う事業成果の活用状況の把握等

に協力するものとする。 

（５）文部科学省は、本事業の実施に当たり、実施機関の求めに応じて指導・助言を

行うとともに、その効果的な運営を図るため協力する。 

（６）実施機関は、本事業の遂行によって知り得た事項についてはその秘密を保持し

なければならない。 

（７）この要項に定めのない事項で本取組の実施に必要な事項は、初等中等教育局

委託事業事務処理要領による。 


